
（
対
団
凹
幽
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

一
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
く
各蕊
へ

答
一

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
の
特
例
に
つ
い
て

す
こ
と
に
合
わ
せ
へ
広
く
退
職
手
当
を
巡
る
状
況
や
、

般
、
政
府
が
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
制
度
を
見
直

国
の
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
た
結
果
、

例
法
」
に
よ
り
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
（
注
一
）
。

す
の
で
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務

方
面
か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、

員
と
は
別
に
、
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特

そ
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で

今
回
の
法
案
提
出
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
、
今

司
法
法
制
部
作
成

吉
田
博
美
議
員
（
自
民
）

÷－1



●

二
も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
担
う
使
命
と

（
注
二
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
と
し
て
、
最
高

裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
が
あ
る
。

同
法
で
は
、
退
職
手
当
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
い
わ

思
い
ま
す
。

い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
最

高
裁
判
所
の
扱
う
事
件
も
複
雑
困
難
に
な
っ
て
お
り

や
役
割
の
重
要
性
を
一
切
損
な
う
も
の
で
は
な

と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
す
の
で
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
役
割
は
、
今
後

責
任
が
極
め
て
重
い
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な

改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
（
注
二
）
。

も
へ
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
支
給
率
を
引
き
下
げ
る

こ
と
が
相
当
と
の
結
論
に
至
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、

今
回
の
法
改
正
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
地
位

い

と

2



答
弁
等
責
任
者

（
注
二
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

ゆ
る
支
給
率
に
つ
い
て
、
勤
続
年
数
の
長
短
及
び
退
職
理

由
に
か
か
わ
り
な
く
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
の
在

職
期
間
一
年
に
つ
い
て
報
酬
月
額
の
百
分
の
六
百
五
十
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
法
案
は
、
そ
の
支
給
率

を
百
分
の
二
百
四
十
に
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ
る
（
改
正

前
の
四
割
弱
の
支
給
割
合
）
。

な
お
、
支
給
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
４
最
高
裁
判
所

裁
判
官
の
退
職
手
当
の
性
質
等
に
か
ん
が
み
、
勤
続
期
間

一
月
に
つ
き
報
酬
月
額
の
二
割
、
す
な
わ
ち
一
年
に
つ
き

報
酬
月
額
の
百
分
の
二
百
四
十
を
支
給
率
と
す
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
と
裁
判
所
が
判
断
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

自
宅
携
帯

3



（対法務当局）

平成17年10月27日（木）

司法法制部

参・法務委員会

博美議員（自民）
圭
口田

8問最高裁判所裁判官退職手当特例法として， 「特例法」を設けて

いる理由をどのように認識しているのか。また，最高裁判所裁判
官以外の裁判官及び検察官の退職手当はどのようになっているの

か，法務当局に問う。

(答）

1最高裁判所の担う使命と責任の重大なことはいうまでもないところで

あり, この責任が全うされるためには，最高裁判所裁判官について，広

く各方面から識見の高い，司法の代表者たるにふさわしい人材を得る必

要があり，その地位や役割にふさわしい処遇が不可欠。

このような最高裁判所裁判官の役割や地位の特段の重要性や，ふさわ

しい人材確保の必要性にかんがみて，最高裁判所裁判官の退職手当につ

いては，他の国家公務員とは別に，特例法が定められたものと承知。

（具体的には，最高裁判所裁判官については，民間も含めて広く各界

から選ばれ,比較的短期間でその職を去ることが多いため，長期間勤

続に対する報償という基本的な性格を有する国家公務員退職手当法を

そのまま適用して退職手当の額を算出したのでは；その地位や職責の

重要性に照らし，そして,その功績という点からも，必ずしもふさわ

しい処遇とはいえない結果となる。 ）

2 また，①最高裁判所裁判官以外の裁判官及び②検察官については，い

ずれも，国家公務員退職手当法の適用を受けることから，国家公務員一

可lミーの′ ロﾛ に ことになる。



公

（対法務当局）

平成17年10月27B(木）

司法法制部

参・法務委員会

吉田博美議員（自民）

9問今回，一般の国家公務員についても退職手当制度の見直しが行
われているが，その見直しと最高裁判所裁判官の退職手当の見直
しとは， どのような関係にあるのか，法務当局に問う。

(答）

1 今国会に提出されている「国家公務員退職手当法の一部を改正する法

律案」は，一般の国家公務員の在職期間中の貢献度をより的確に退職手

当に反映させるという観点から，①中期勤続者の退職手当の支給率を引

き上げる(支給率カーブの見直し）とともに,②一定期間の職務の内容

に応じた調整の仕組みを新設す苞（退職手当の調整額）などの抜本的な

見直しを行うものである。

2他方，最高裁判所裁判官については，広く各方面から識見の高い人材

を得る必要があり，その地位や役割にふさわしい処遇が不可欠であるの

で，退職手当についても，他の国家公務員とは別に， 「最高裁判所裁判

官退職手当特例法」により定めているところである（注1）。

今回の法案は， この最高裁判所裁判官の退職手当に関する特例の見直

しを行おうとするものであるが， これは，裁判所におかれて,今般，政

ヨ

府が先に述べたとおり国家公務員の退職手当制度の見直しが行われる
9 .

(注2）ことに合わせ，広く退職手当を巡る状況や，国の財政状況等を

踏まえて検討された結果，最高裁判所裁判官の退職手当の支給率を引き

下げることが相当との結論に至ったことを受けたものである。

(注1）

国家公務員退職手当法の特例として，最高裁判所裁判官退職手当特例法がある。

同法では，退職手当額の算定の基礎となるいわゆる支給率について’勤続年数

b
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『

の長短及び退職理由にかかわりなく，最高裁判所裁判官としての在職期間一年に

ついて報酬月額の100分の65．0と規定きｵもでいる。今回の改正法案は，その
支給率を100分の240に引き下げるものである（改正前の四割弱の支給割
合） 。

なお,支給率の算定に当たっては，最高裁判所裁判官の退職手当が功績報償と

いう性格も持つことから，勤続期間一月につき報酬月額の二割，すなわち一年に

つき報酬月額の100分の240を支給率とすることが妥当であると裁判所が判
断されたと承知している。

(注2）

今国会に，在職期間中の貢献度をより的確に反映できる制度への構造見直しを
内容とする「国家公務員退職手当法の一部を改箙する法窪ま’が提鼎さｵ1~rいる｢国家公務員退職手当法の 部を改正する法律案」 が提出されている

(平成18年4月1日施行予定） 。

）

－2－



①

（
対
閃
間
宇
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

｜
裁
判
官
に
っ

（
答
） 十

問
裁
判
官
の
報
酬
や
退
職
手
当
金
に
つ
い

て
、
｜
般
の
国
家
公
務
員
と
の
関
係
を
含

め
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
の

所
見
を
問
う
。

性
や
重
要
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と

組
み
に
お
い
て
、
他
の
国
家
公
務
員
と
異
な
る
職
務

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
は

が
あ
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は

と
考
え
て
い
ま
す
。

所
裁
判
官
の
退
職
手
当
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
仕

と
責
任
の
特
殊
性
を
、
相
当
程
度
反
映
さ
せ
る
必
要

し
て
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
」
に

「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
の
報
酬
制
度
や
最
高
裁
判

い

て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

司
法
法
制
部
作
成

吉
田
博
美
議
員
（
自
民
）
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◆

二
も
と
よ
り
、
裁
判
官
の
担
う
職
務
と
責
任
が
重
大

（
注
一
）
一
般
の
政
府
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
つ
い
て

す
（
注
二
（
注
二
）
（
注
三
）
。

今
後
と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

難
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
役
割
は
、

あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事
件
も
複
雑
困

た に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま

に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

裁
判
官
の
報
酬
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
あ
り
方

い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

い

り

2



｡

』

（
注
三
）
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
広
く
各
方
面

か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
地
位

や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
退

職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務
員
と
は
別
に
、

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
」
に
よ
り
定
め

ら
れ
て
い
る
。

（
注
二
）
裁
判
官
の
報
酬
の
定
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
超
過
勤

務
手
当
の
支
給
が
な
い
こ
と
、
そ
の
重
責
に
ふ
さ
わ
し
い

適
材
確
保
の
必
要
性
等
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

等
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
て
、
一
般
の
政
府
職
員
と
は
別
の
法
律
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

な
お
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
十
九
条

第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
裁
判
官
は
、

す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

は
、
「
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
る
。

3



Q

（
注
四
）
検
察
官
の
俸
給
に
つ
い
て

検
察
官
は
、
国
家
公
務
員
法
上
は
一
般
職
の
国
家
公
務

員
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
察
官
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
特

に
検
察
庁
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
検
察
官
の
受
け
る

俸
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
こ
と

と
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
、
一
般
職
給
与
法
と
は
別
個
に
、

「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
俸
給
月
額
は
裁
判
官
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
て
い

こ
れ
は
、
検
察
官
が
、
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と

は
異
な
り
、
①
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所

に
法
の
正
当
な
適
用
を
請
求
す
る
な
ど
の
検
察
権
を
行
使

す
る
な
ど
、
司
法
権
の
適
正
円
滑
な
運
営
を
図
る
上
で
極

め
て
重
大
な
職
責
を
有
す
る
準
司
法
官
で
あ
る
こ
と
《
ま

た
、
②
原
則
と
し
て
裁
判
官
と
同
一
の
試
験
及
び
養
成
方

法
を
経
て
任
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
裁
判
官
に

準
ず
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

つ
い
て
は
、
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
は
別
個
に
、

裁
判
官
の
報
酬
等
に
準
じ
て
定
め
る
こ
と
が
相
当
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

る
。

4



●●

答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法

連
絡
先
役
所
自
宅
携
帯

法
制
課
長
井
上
宏

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

5



（
対
田
凹
回
・
副
大
臣
Ｃ
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委蕊

鞠剛訓

窪審竺

朋の聿

〆一弓酉呼二

へ

答
一裁

判
官
の
報
酬
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分

『

●

を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

も
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果

を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ

と
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
の
一

酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

判
所
に
直
接
関
係
す
る
法
案
で
あ
る
「
裁
判
官
の
報

今
回
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
法
案
の
う
ち
、
裁

寺

司
法
法
制
部
作
成

木
庭
健
太
郎
議
員
（
公
明
）部

1佇



答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

（
注
）
今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
（
裁
判
官
報
酬
法
の
／
一

部
改
正
法
案
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
の

一
部
改
正
法
案
）
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
当

省
に
対
し
、
立
法
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま

自
宅
携
帯

い

り

2 会
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